
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用できる児童 
次の要件をすべて満たす児童が対象となります。 

・帯広市の認可保育所、小規模保育所、事業所内保育所（市の認可をうけた施設）、認定こども園（２

号、３号）、へき地保育所に入所している満１歳以上の児童。 

・病気の急性期を過ぎ、回復期にあるが安静の確保に配慮する必要があることから、集団保育が困難

であること。 

・児童の保護者が就労等により、家庭での保育が困難であること。 

※心身に障がいを持ったお子さんについては、事前に面接のうえ実施施設が受入可能であると判断 

した場合に利用できます。詳しくは、こども課にお問い合わせください。 

 

○利用(症状)の目安 
・解熱剤を使わずに、３８度以上の熱が半日以上でていないこと。 

・乳幼児が日常かかりやすい風邪や下痢などは、主要な症状が落ち着いてきた状態。 

・感染症疾患（インフルエンザ、麻疹、水疱など）は、感染の時期が過ぎた状態。 

・慢性疾患（喘息など）は発作などが落ち着いてきた状態。 

・外傷性疾患（骨折、やけどなど）は、症状が落ち着き、まだ安静が必要な状態。 

 

○実施している施設 
・子育て支援ハウス ＣｈｉｐＳ（ちっぷす）  定員２名 

・ひなたぼっこ病児・病後児保育室       定員２名 

 

○利用できる日、時間 
・月曜～土曜日 （日曜日、国民の祝日、１２月２９日～１月３日はお休みです） 

・午前７時４５分～午後６時 

 

○利用できる期間 
１回の利用につき、原則として７日以内 

 

○利用料金 
無料 （昼食、おやつ代も含む） 

※病後児保育以外のサービスを利用する場合は別途費用がかかります。 

 

○持ち物 
着替えなどの必要な持ち物は、各実施施設にお問い合わせください。 

病 後 児 保 育 と は 

 帯広市の認可保育所、小規模保育所、事業所内保育所（市の認可をうけた施設）、

認定こども園、へき地保育所に通っている満１歳以上のお子さんが、病気やケガの急

性期を過ぎ、回復期において集団保育が困難な期間、保護者の方が仕事などの事情に

より家庭で保育できない場合に、専用の保育室で看護師・保育士がお預かりします。 

 その子の生活リズム、体調、症状に合わせて過ごしてもらうことで、無理なく体力

を回復してもらいます。 

 
 

平成２９年度 
帯広市こども課 



 

 

 

 

 

 

 

 

利 用 の 流 れ 

まだ保育所に 

通うのは不安 
 

そんな時に病後児保育をご利

用ください 

 

①医療機関受診 
（病後児診断） 

医師に「帯広市病後児保育事

業利用連絡書（診療情報提供

書）」を記入してもらう。 
 

※医師から病気回復期ではなく病気中

であると判断された場合は、病後児保

育の利用はできません。 

※診療情報提供書は医療機関によって

は有料になる場合があります。 

○その他注意事項など 
・実施施設へは、保護者の方が送り迎えしてください。 

・お迎えは午後６時までにお願いします。（時間厳守） 

・病後児保育利用中に３８度以上の熱が出たり、その他症状が悪化した場合は、お迎えに来ていただ 

くことになりますのであらかじめご承知おきください。 

・実施施設では病後児保育以外のサービスを実施していますが、利用する場合には費用がかかります。 
※詳細は帯広市役所こども課にお問い合わせください。（直通電話 ０１５５－６５－４１５８） 

  

子育て支援ハウス ChipS（ちっぷす） 
住所：帯広市自由が丘６丁目１－１３ 

電話：０１５５－４１－６２７２ 

受付時間：午前７時～午後７時 

ひなたぼっこ病児・病後児保育室 
住所：帯広市西１５条北２丁目１－５６ 

電話：０１５５－６７－６８８１ 

受付時間：午前７時～午後７時 

 

②利用予約 
 

医師に診療情報提供書を記入

してもらったら、利用を希望

する実施施設 

（ChipS、ひなたぼっこ）へ

連絡し、利用の予約をする。 

③利用開始 
 

「病後児保育事業利用申込

書」に「帯広市病後児保育事

業利用連絡書（診療情報提供

書）」を添付して実施施設に

申し込み、利用を開始する。 
*定員に達した場合、お断りする事があ

ります。あらかじめご了承ください。 

 

④利用終了 
 

利用終了日に、実施施設で利

用申込書に利用期間の記入、

捺印をする。 
*印鑑が必要です。 

 

必要書類 
 

・病後児保育事業利用登録台帳 

・病後児保育事業利用申込書 

・帯広市病後児保育事業利用連

絡書（診療情報提供書） 
 *各用紙は保育所（園）等、実施施設

（ChipS、ひなたぼっこ）、帯広市

役所こども課にあります。 

ご利用にあたっては、医師の診断が

必要になります。また提出書類も複

数ございますのでご注意ください。 

病気にかかって 

病院受診 

 
 

  

もう大丈夫、 

保育所に通う。 

しばらく保

育園は休ん

でください 

利用したい

のですが 

 

病
気
回
復
期
と
判
断
し
た
ら 

お気軽に 

“ＣｈｉｐＳ” 

“ひなたぼっこ”に

ご相談ください 

 

 事前に登録が必要です 

｢病後児保育事業利用登録台帳」

を通っている保育所（園）等に提

出してください。 

*登録は年度内有効です 

※移転しています 


